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医政局 令和５年度予算案の概要
○ 今後も人口減少、高齢化が続く中、将来の医療需要を見据えつつ、新型コロナウイルス感染症のような新興感染症等や自然災害など緊急事態が発生した際にも機動的・弾力
的に対応できるような質の高い効率的な医療提供体制を整備・強化する。医師の働き方改革など各種施策を一体的に推進する。

○ 我が国の医薬品産業、医療機器産業の競争力強化に向けた取り組み、現場ニーズに合致した医療機器の研究開発、国際展開を推進し、国際競争力の強化を図っていく。

○ 医療ＤＸを推進し、データヘルス改革の一環として、保健医療情報システムの拡充を図ると共に、今後のデータヘルス改革を進める上で基盤となる取り組みを進める。

医療計画等に基づく医療体制の推進

今般の新型コロナウイルス感染症の知見を踏まえた対応

Ⅰ将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 Ⅱ医薬品・医療機器産業の国際競争力強化、研究開発・国際展開の推進

Ⅲ医療ＤＸ、データヘルス改革の推進

高い創薬力及び医療機器創出力をもつ産業構造への転換

医療分野の研究開発の促進

医療の国際展開の推進

１１．３［１１．６］億円
（１２．５億円）

４２．９［４６．２］億円（４５．６億円）

１７．３億円（２３．３億）

５５０．０［６１４．３］億円（５３８．３億円）

１．０［１，０２７．６］億円
（０．７億円）

７５６．９［７５９．９］億円（７５７．０億円）

Ⅳ各種施策

・死因究明等の推進 ２．５億円（ ２．５億円）

・国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備 ３１５．５［３４０．８］億円（３２１．８億円）

・国立病院機構における政策医療等の実施 １２．０億円（ １０．３億円）

・経済連携協定に基づく外国人看護師受入の取組み等の円滑な実施 １．７億円（ １．７億円）

・「統合医療」の情報発信に向けた取り組み ０．１億円（ ０．１億円）

・東日本大震災からの第２期復興・創生期間における地域医療の再生支援（注２）

２３．９億円（ ２９．２億円） 等

・保健医療情報利活用推進関連 ５．３億円（ ５．９億円）

・高度医療情報普及推進事業 ０．８億円（ ０．３億円）

・医療機関等情報支援システム（G-MIS）の運用 ８．７億円（ ６．１億円）

・医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査 １．０億円（ ０．５億円） 等

・医療系ベンチャー育成支援 ４．４億円（ ４．４億円）

・バイオ医薬品開発等促進 ０．３億円（ ０．４億円）

・次世代医療機器拠点連携基盤整備等 １．８億円（ １．９億円） 等

・クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）構想の推進 ３１．３億円（ ３３．２億円） 等

・医療の国際展開の推進 ６．１億円（１２．４億円）

・外国人患者の受入環境の整備 １１．２億円（１０．８億円） 等

災害/救急/小児・周産期医療体制の推進、へき地保健医療対策の推進、ドクターヘリ、在宅医療の推進、
歯科口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進、看護職員の確保対策等の推進、医療安全の推進 等

・新興感染症等に係る看護職員等確保 ・マスク等国内生産・輸入実態把握 ・抗菌薬原薬国産化支援 等

医療ＤＸ、データヘルス改革の推進 １６．１［５３．１］億円（１２．９億円）

医師の地域間・診療科間偏在の
解消など医師偏在対策等の推進 医師・医療従事者の働き方改革の推進

一体的に推進
総合的な医療提供体制改革を実施

地域医療構想の実現に向けた取組の推進

１１４．６［１１６．１］億円（１１８．３億円）１０．０億円（１０．８億円）

・勤務医の労働時間短縮の推進（注１）
９５．３億円（９５．３億円）

・働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた環境の整備

（タスク・シフティングの推進等）
１０．４億円（１３．０億円）

・2024年度の改正医療法施行に向けた医療機関等への
支援 ５．９［７．４］億円（ ６．８億円）

・女性医師支援・組織マネジメント改革の推進等
３．０億円（ ３．１億円） 等

・総合診療医の養成支援 ３．４億円（４．０億円）

・専門医の認定支援 １．７億円（１．９億円）

・認定制度を活用した医師少数区域等における

勤務の推進 ０．５億円（０．９億円）

・キャリア形成プログラム等運用支援
０．５億円（ ０億円）

・OSCEの模擬患者・評価者の養成等
２．９億円（２．９億円） 等

OSCE(Objective Structured Clinical Examination):客観的臨床能力試験

・地域医療介護総合確保基金 ７５１億円（７５１億円）

・地域医療構想の実現に向けた医療機能分化・連携支援 １．７億円（１．７億円）

・かかりつけ医機能の強化・活用にかかる調査・普及 ０．７億円（０．７億円）等

医政局予算案 1,785.9［2,939.4］億円
（1,785.3億円）

１．５億円 医師の働き方改革普及啓発事業

１，０２６．７億円 医療用物資の備蓄等 ４５４．１億円 抗菌薬原薬国産化支援 ５５３．０億円 等

３．３億円 遺伝子治療実用化基盤整備促進事業 ０．９億円

臨床研究データベースシステム改修事業 ０．６億円 等

０．４億円 後発医薬品使用割合の「見える化」事業

１９．８億円（２３．３億円）

３７．０億円 全国医療情報プラットフォーム開発事業 ２３．２億円

医療機関等情報支援システム（G-MIS）の機能拡充 ５．４億円 等

２５．３億円 国立ハンセン病療養所施設整備費

０．８億円 医師等国家試験受験手続オンライン化事業 ０．５億円

准看護師籍簿と国家資格等情報連携活用システム連携推進事業 ０．１億円 等

第二次
補正予算

３．０億円 地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業

６３．９億円 災害医療体制の推進 ４８．７億円 等

※金額は令和５年度予算案、［］内は令和４年度第二次補正予算での前倒し分等を含んだ金額、（）内は令和４年度当初予算額

※デジタル庁計上分含む ※項目間で一部経費の重複あり
（注１）地域医療介護総合確保基金の内数 （注２）東日本大震災復興特別会計に計上

第二次
補正予算

第二次
補正予算

第二次
補正予算

第二次
補正予算

第二次
補正予算

第二次
補正予算

第二次
補正予算

第二次
補正予算

※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金として１兆５，１８９億円を別途、健康局予算に計上
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令和５年度 予算案の概要 

（厚生労働省医政局） 
 

 
令和５年度 予算案（Ａ）        １，７８５億９３百万円 

〔うち、東日本大震災復興特別会計 ２３億８５百万円〕 
  令和４年度 第二次補正予算（Ｂ）   １，１５３億４６百万円 
   （Ａ） ＋ （Ｂ） ＝       ２，９３９億３９百万円 
   

令和４年度 当初予算額（Ｃ）     １，７８５億２８百万円 
〔うち、東日本大震災復興特別会計 ２９億１５百万円〕 

 
（Ａ）との差引増減額               ６６百万円 

（対前年度比：１００．０％） 
（Ａ）＋（Ｂ）との差引増減額      １，１５４億１２百万円 

（対前年度比：１６４．６％）    
（注） 計数には、厚生労働科学研究費補助金等は含まない。 

（注） デジタル庁計上予算として令和５年度予算案に１４億０百万円が、令和４年度当初予算に２０億 

９９百万円が、令和４年度第二次補正予算に１８億８３百万円が含まれている。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅰ．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 
・地域医療構想の実現に向けた取組の推進                  ７５７億円 
  （地域医療介護総合確保基金、地域医療構想の実現に向けた医療機能分化・連携支援、 

病床機能報告・外来機能報告情報収集、かかりつけ医機能の強化・活用にかかる調査・普及 等） 
・医療計画等に基づく医療体制の推進                     ５５０億円 
・医師の地域間・診療科間偏在の解消など医師偏在対策等の推進          １０億円 

   （総合診療医の養成支援、OSCEの模擬患者・評価者の養成等 等） 
・医師・医療従事者の働き方改革の推進                    １１５億円 
  （働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた環境の整備、組織マネジメント改革の推進等 等） 
・今般の新型コロナウイルス感染症の知見を踏まえた対応                １億円 

Ⅱ．医薬品・医療機器産業の国際競争力強化、研究開発・国際展開の推進 
・高い創薬力及び医療機器創出力を持つ産業構造への転換               １１億円 
・医療分野の研究開発の促進                             ４２億円 

（クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）構想の推進 等） 
・医療の国際展開の推進                               １７億円 

Ⅲ．医療ＤＸ、データヘルス改革の推進                          １６億円 
     （保健医療情報利活用推進関連、医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査 等） 

令和５年度 予算案における厚生労働省医政局の主な施策 
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○ 人への投資  
・医師の働き方改革普及啓発事業                           １．５億円 

 
○ 新型コロナウイルス感染症対策  
・感染拡大等に備えた医療用物資の備蓄                     ４５４億円 
・海外依存度の高い抗菌薬原薬等の国内製造体制構築の支援         ５５３億円 
・新型コロナなど新興感染症等に係る看護職員等確保事業               ０．３億円 
・サプライチェーン実態把握による医療機器安定供給確保事業             ４．３億円 
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による支援［健康局予算に計上］ 

 １兆５，１８９億円 
 

○ 医療分野のＤＸの推進、科学技術力向上・イノベーションの実現  
・医療情報等の共通基盤となる全国医療情報プラットフォームの創設      ２３億円 
・遺伝子治療の実用化促進のための支援（遺伝子治療実用化基盤整備促進事業）  ０．９億円 
・感染症の治療薬等に関する研究開発支援（国内外の感染症治療薬開発動向等調査事業） 
                                    ０．８億円 
・流行初期医療確保措置に関するシステム改修                １５億円 
・地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業             ３．０億円 
・中央ナースセンター事業                        ２．９億円 
・後発医薬品使用割合の「見える化」事業                 ０．４億円 
・ＣＯＩデータベース構築事業                      ０．５億円 
・全国の病院等を検索できる医療情報サイトの基盤構築           ８．４億円（※） 
・EMIS代替システム調査研究事業                    ０．５億円（※） 
・マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システム化事業       ２．３億円（※） 
・臨床研究データベースシステム改修事業                 ０．６億円（※） 
・医療提供体制構築を支援する医療機関等情報支援システム（G-MIS）の機能拡充等  

５．４億円（※） 
 
○ 安心できる暮らしの実現  
・医療施設の耐災害性強化                                            ３２億円 
・令和４年３月の福島県沖を震源とする地震等による災害対応                ６．６億円 
・有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業               ９．２億円 
・2023年Ｇ７サミット開催に伴う救急医療体制整備事業           １．１億円 
・国立ハンセン病療養所施設整備事業                      ２５億円 
 

（※）についてはデジタル庁計上予算 

令和４年度 第二次補正予算における厚生労働省医政局関連の主な施策 
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主要施策 

 

Ⅰ．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 
 

今後も人口減少・高齢化が続く中、各地域において、将来の医療需要を見据えつつ、

今般の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のような新興感染症等や、地震災害・

風水害等の自然災害など、緊急事態が発生した際にも機動的・弾力的に対応できるよ

うな質の高い効率的な医療提供体制を整備・構築する必要がある。 

第204回国会（令和３年常会）で成立した医療法等改正法の円滑な施行を進め、「医

療計画」、「地域医療構想」、「医師の働き方改革」、「医師偏在対策」「外来機能の明確

化・連携」など各種施策を一体的に推進する。 
 

① 地域医療構想の実現に向けた取組の推進 
 

高齢者が急増する2025年、さらなる高齢化の進展と現役世代急減による労働力

の制約が強まる2040年を見据え、質が高く効率的な医療提供体制を構築していく

ため、各都道府県が策定した地域医療構想に基づく病床の機能分化・連携の推進、

在宅医療等の充実等、各種事業を着実に進めていくために必要な施策を講じる。 

各地域において、今般の新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえつつ、医療

機能の分化・連携の議論・取組を着実に進めるとともに、取組が進められている医

療機関に対しては、「重点支援区域」や「病床機能再編支援」（医療法等改正法によ

り地域医療介護総合確保基金に位置付け）等により、重点的に支援を行う。 

あわせて、医師偏在対策、医師派遣機能の強化など各地の医療機能確保に必要な

医師の適正配置に向けた取組が進むよう必要な措置を講じる。 
 

１ 
地域医療介護総合確保基金                公費 １０２，８６６百万円 

（国 ７５，０７７百万円、地方 ２７，７８９百万円）  
 

将来を見据えた地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携等に関

する取組を進めるため、令和３年度に新たに位置付けた「病床機能再編支援

事業」をはじめ、引き続き、地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 

また、勤務医の働き方改革を推進するため、勤務環境改善に取り組む医療

機関に対し、地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 

 

（参考） 地域医療介護総合確保基金の対象事業 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業（事業区分Ⅰ－１） 

公費 ２０，０００百万円（国 １３，３３３百万円、地方 ６，６６７百万円） 

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び

連携等について実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備整備に対する助

成を行う事業。 
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②地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業（事業区分Ⅰ－２） 

公費 １９，５００百万円（国 １９，５００百万円） 

    地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の合意を踏まえ、自主的に 

行われる病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対する 

助成を行う事業。 

 

③居宅等における医療の提供に関する事業（事業区分Ⅱ） 

公費 ４９，０６６百万円（国 ３２，７１０百万円、地方 １６，３５５百万円）の内数 

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を 

確保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う事業。 

 

④医療従事者の確保に関する事業（事業区分Ⅳ） 

公費 ４９，０６６百万円（国 ３２，７１０百万円、地方 １６，３５５百万円）の内数 

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成する

ことにより､医師､看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する事

業。 

 

⑤勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業（事業区分Ⅵ） 

公費 １４，３００百万円（国 ９，５３３百万円、地方 ４，７６７百万円） 

勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤

務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関を対象とし、医師の労働時間短縮に向

けた総合的な取組に対して助成を行う事業（勤務医の労働時間短縮の推進）。 

 

２ 
地域医療構想の実現に向けた医療機能分化・連携支援事業 

１６８百万円  
 

地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携の取組を推進するために、

重点支援区域に加え、再編を企画・検討する区域（再編検討区域）を拡充し、

国による助言や集中的な支援を行う。 

 

＜参考＞ 令和4 年度第二次補正予算 

 

○ 地域医療提供体制構築に向けたデータ分析支援事業 

（地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業）                       ３０２百万円 

各都道府県において、各地域の実情に応じたデータ分析に基づき地域医療提供体制に係る 

企画、立案ができる体制の構築を支援する。 
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② 医療計画等に基づく医療体制の推進 
 

各地にお住まいの方々が、必要なときに適切な医療サービスが受けられるよう、

新型コロナウイルス感染症のような新興感染症等の感染拡大時への対応も含め、各

地域における医療提供体制の整備のための取組を推進する。 
 

       

１ 
遠隔医療の普及推進にかかる事業 【新規】 

２０百万円  
 

今般の新型コロナウイルス感染症拡大において遠隔医療はその有用性が改

めて認識され、今後はへき地医療、在宅医療、医師偏在対策等においても更な

る幅広い活用が期待されている。こうした状況を踏まえ、オンライン診療を含

む遠隔診療を幅広く適正に活用できるようにするため、遠隔医療を活用した好

事例の収集・効果検証や遠隔医療に関する啓発を行う。 
 

２ 
医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業 

８４百万円  
 

本事業による周知により、約９割の機関が半年以内に違反広告を改善してい

るが、1年以上改善のない機関も認められていること、第204回通常国会で悪

質な広告に対する対応を求められていること、過年度の通報事案が未処理で蓄

積している実態があることからも、本事業による医療広告への対応を強化し、

対応可能件数を増加させる。 
 

３ 
院内感染対策講習会 

１２百万円  
 

地域全体の院内感染対策の質の向上を図ることを目的とし、院内感染対策に

関して、医療従事者と行政担当者が最新の科学的知見に基づいた適切な知識を

習得し、各地域において普及・徹底を図ることで、院内感染の発生を減少させ

る。 

 

４ 
ドクターヘリ導入促進事業 

８，６８０百万円  
 

地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、

早期の治療開始、迅速な搬送を可能とするドクターヘリの運航に必要な経費の

支援を拡充するとともに、ドクターヘリによる診療の効果検証を行うため、ド

クターヘリの症例データの収集等を行う。 
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【ドクターヘリ関係の予算の内訳】  

・ドクターヘリ事業従事者研修事業             7百万円 

・ドクターヘリ症例データベース収集事業      4百万円 

・ドクターヘリ導入促進事業※             8,669百万円 

※ドクターヘリ導入促進事業は医療提供体制推進事業費補助金 

                                           25,055百万円の内数 

 

 

５ 
救急医療体制の推進 【一部新規】 

６０７百万円  
 

救急医療体制の整備を図るため、重篤な救急患者を 24 時間体制で受け入れ

る救命救急センターなどへの支援を行うほか、効率的・効果的なドクターカー

の運用方法について検討を進める。 

また、2023年に開催されるＧ７サミットにおいて、過去の開催同様、要人等

に対する救急医療体制の確保を図る。 

 

【救急医療関係の主な予算の内訳】 

・遠隔ICU体制整備促進事業                              52百万円 

・救急医療体制強化事業                           359百万円 

・救急医療業務実地修練事業                     15百万円 

・ドクターカーの運用事例等に関する調査研究事業      14百万円 

・2023年Ｇ７サミット開催に伴う救急医療提供体制整備事業   140百万円 

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金25,055百万円を活用 

○主な事業メニュー 

救命救急センター運営事業、小児救命救急センター運営事業 等 

 

 

（参考） 令和４年度第二次補正予算 

○ 2023 年Ｇ７サミット開催に伴う救急医療提供体制整備事業       １０８百万円                       

広島サミット開催時における要人等に対する救急医療体制の確保を図るため、要 

人等受入病院に対して医療機器等の緊急整備に必要な経費の補助を行う。 

 
 

 

６ 

災害医療体制の推進 【一部新規】 

１，７９６百万円  

（うち、デジタル庁計上予算 ２８０百万円） 
 

今後、発生が想定される南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害の発

9



 

 

生等に備えて、災害拠点病院等や災害等のリスクの高い地域に所在する医療機

関等の体制強化や施設整備に対する支援等を行うとともに、医療コンテナの普

及促進に向けて、災害時を想定した訓練や実災害での医療コンテナの活用を通

して、課題抽出や対応策を検討する。 

また、災害時小児周産期リエゾンの災害や新興感染症への対応力向上を目的

として、既存の研修に加えて、災害時等にリエゾンの主な活動場所となる都道

府県保健医療調整本部等における多職種連携に主眼を置いた研修の追加構築

を行う。 

加えて、EMISについては、令和４年度において追加する機能の保守・運用経

費を新たに確保するとともに、機能改修の柔軟性が乏しいこと等の課題に対処

するため、調査研究を実施する。 

 

【災害医療関係の主な予算の内訳】 

 ・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム 

（ＤＰＡＴ）活動支援事業               4百万円 

・ＤＭＡＴ体制整備事業               802百万円 

・ＤＰＡＴ体制整備事業                  61百万円 

・医療コンテナの普及促進に向けた実用性検証事業    20百万円 

 （ＤＭＡＴ体制整備事業 802百万円の内数） 

・災害時小児周産期リエゾン養成研修事業       10百万円 

・広域災害・救急医療情報システム（EMIS）経費       206百万円 

・EMIS代替システム調査研究事業                      75百万円 

 

上記以外に有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業500百万円を計上、 

医療提供体制推進事業費補助金25,055百万円を活用 

○主な事業メニュー 

基幹災害拠点病院設備整備事業、地域災害拠点病院設備整備事業 等 

 

（参考） 令和４年度第二次補正予算 

○ 医療施設等災害復旧費補助金                         ６６４百万円  

令和４年３月に発生した福島県沖を震源とする地震等により被災した医療施設等 

の災害復旧事業に対して経費の一部を補助する。 

 

○ 医療施設ブロック塀改修等施設整備事業                  １８８百万円  

病院が倒壊の危険性があるブロック塀を改修する際等に必要な経費の一部を補助 

        する。 

 

○ 医療施設非常用自家発電装置施設整備事業                ４１３百万円  

災害発生時において診療機能を３日程度維持するため、非常用自家発電設備（非常 

用自家発電装置・燃料タンク）の設置等が必要な救命救急センター、周産期母子医療 
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センター、へき地医療拠点病院、へき地診療所、特定機能病院、地域医療支援病院及 

びハザードマップにおいて、浸水想定区域（洪水・雨水出水・高潮）又は津波災害警 

戒区域に所在する政策医療実施機関に対し、整備に要する経費の一部を補助する。 

 

○ 医療施設給水設備強化等促進事業                            １０４百万円  

災害発生時において診療機能を３日程度維持するため、給水設備（受水槽・地下水 

利用設備）の設置等が必要な救命救急センター、周産期母子医療センター、へき地医 

療拠点病院、へき地診療所、特定機能病院、地域医療支援病院及びハザードマップに 

おいて、浸水想定区域（洪水・雨水出水・高潮）又は津波災害警戒区域に所在する政 

策医療実施機関に対し、整備に要する経費の一部を補助する。 

 

○ 医療施設浸水対策事業                                      ２８５百万円  

ハザードマップにおいて、浸水想定区域（洪水・雨水出水・高潮）又は津波災害警 

戒区域に所在し、地域の医療提供体制の観点から浸水想定区域等から移転することの 

できない救命救急センター、災害拠点病院等の政策医療実施機関に対し、医療用設備 

や電源設備の想定浸水深以上への移設や止水板等の設置のために要する経費の一部 

を補助する。 

 

○ 災害拠点精神科病院等整備事業                              ８２３百万円  

各都道府県において災害拠点精神科病院の設置を進め、災害時における精神科医療 

の体制を強化するため、指定要件となっている施設及び設備等の整備に必要な費用の 

一部を補助する。 

 

○ 医療施設等耐震整備事業                         １，４２５百万円  

未耐震の災害拠点病院や救命救急センター等の救急医療を担っている病院及び耐 

震性が特に低い建物（Is値0.3未満）を有する病院等に対し、耐震整備に要する経 

費の一部を補助する。 

 

○ 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業               ９１６百万円                   

入院患者等の安全の確保を図るため、有床診療所等に対し、スプリンクラー等を整 

備するための補助を行う。 

 

○ EMIS 代替システム調査研究事業                       ５５百万円                   

EMISを見直し、G-MISなどの最新システムと連携しやすい代替システムとして開発 

を模索した場合の、「代替システムの開発に要する費用の積算」、「代替システムの開発 

に必要な仕様書の作成」、「代替システムの運用経費とEMISの運用経費との比較」等 

について、調査研究事業を実施する。 
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７ 
小児・周産期医療体制の推進 

４０８百万円  
 

地域で安心して産み育てることのできる医療提供体制の確保を図るため、総

合周産期母子医療センターやそれを支える地域周産期母子医療センターの新

生児集中治療室（NICU）、母体・胎児集中治療室（MFICU）等へ必要な支援を行

う。 

【小児・周産期医療関係の主な予算の内訳】 

・地域の分娩取扱施設設備整備事業                    100百万円 

・地域の分娩取扱施設施設整備事業                     51百万円 

・産科医療補償制度運営費                106百万円 

   

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金25,055百万円を活用 

○主な事業メニュー 

周産期母子医療センター運営事業、ＮＩＣＵ等長期入院児支援事業 等 

 

 

８ 
へき地保健医療対策の推進 

２，２０５百万円  
 

無医地区等のへき地に居住する住民に対する医療提供体制の確保を図るた

め、へき地診療所や巡回診療等を行うへき地医療拠点病院への支援を行うとと

もに、無医地区等から高度・専門医療機関を有する都市部の医療機関へ患者を

長距離輸送する航空機（メディカルジェット）の運航等に必要な経費を支援す

る。 
 

【へき地医療関係の主な予算の内訳】 

 ・へき地医療拠点病院運営事業         369百万円 

 ・へき地診療所運営事業            857百万円 

 ・へき地患者輸送車（艇・航空機）運営事業   229百万円 
 

 

９ 
歯科口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進【一部新規】 

２，２９４百万円  
 

「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の最終評価報告書（令和４年10

月）を踏まえ、地域の実情に応じた歯科口腔保健施策をさらに推進するため、

自治体における歯科健診や歯科疾患の予防及び歯科口腔保健の推進体制の強

化等の取組を支援する。 

また、「歯科保健医療ビジョン」や新型コロナウイルス感染症への対応等も

踏まえた各地域での施策が実効的に進められるよう、これまで収集・分析をし
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て蓄積してきた好事例を各地域で展開することにより、歯科保健医療提供体制

の構築に向けて取り組む。あわせて、歯科専門職間の連携を進め、より質の高

い歯科医療を提供する観点から、歯科衛生士・歯科技工士を確保するため、離

職防止・復職支援のために必要な経費を支援する。 

加えて、生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）の実施体制の検

討を進めるため、就労世代の歯科健診の推進に向けた歯科健診や受診勧奨の手

法の検証等を行うモデル事業を実施するとともに、歯周病等の簡易なスクリー

ニング方法の開発支援やライフステージに応じた効果的な歯科保健指導の方

法の検証等を行う。 

 

【歯科口腔保健・歯科保健医療関係の主な予算の内訳】 

・8020運動・口腔保健推進事業             1,130百万円 

・歯科医療提供体制構築推進事業            257百万円 

・就労世代の歯科健康診査等推進事業         341百万円 

・歯周病等スクリーニングツール開発支援事業     202百万円 

・ライフステージに応じた歯科口腔保健推進事業     23百万円 

・歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業      66百万円 

・OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・実証事業      68百万円 

・歯科衛生士の人材確保推進事業                       88百万円 

・歯科技工士の人材確保対策事業            41百万円 

 

 

10 
特定行為に係る看護師の研修制度の推進【一部新規】 

７６４百万円  
 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（平成27年10月１日施行）の円滑な

実施及び研修修了者の養成を促進するため、引き続き、研修を実施する指定研

修機関の設置準備や運営に必要な経費を支援するとともに、研修を指導する指

導者等育成のための支援等を行う。 

また、看護師への特定行為研修の受講と研修修了者の活動を推進する取組を

組織的かつ継続的に実施する医療機関等を財政的・技術的に支援し、特定行為

研修修了者数の増大と修了者の円滑な活動環境整備による医療の質の向上を

推進する。 

 

【特定行為に係る看護師の研修関係の主な予算の内訳】 

 ・看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業       111百万円 

・看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業         418百万円 

・看護師の特定行為に係る指導者育成等事業           66百万円 

・特定行為研修の組織定着化支援事業                 145百万円 
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11 

看護職員の確保対策等の推進 

２３５百万円 

令和４年度第二次補正予算 ５２０百万円  

※第二次補正予算には、デジタル庁計上予算 ２２９百万円を含む 
 

看護職員に係る今後の需給の状況は、地域ごとに差異があり、都道府県ナー

スセンターにおいて、地方自治体等の関係者と緊密に連携しながら、地域の課

題に応じた実効性ある看護職員確保の取組を実施していくことが重要である

ことから、都道府県ナースセンターにおいて実施している「地域における看護

職員確保推進事業」の拡充を図る。 

 

【看護職員の確保対策関係の予算の内訳】 

・中央ナースセンター事業                      235百万円 

 

（参考） 令和４年度第二次補正予算 

○ 中央ナースセンター事業                            ２９２百万円  

デジタル改革関連法・新型コロナウイルス感染症対策本部決定に基づき、「マイナン 

バー制度を活用した看護職の人材活用システム」を構築し、ナースセンターによる多 

様なキャリア情報の把握・活用等を可能にすることによって、看護職の資質向上及び 

潜在看護職に対する復職支援等の充実を図る。なお、本事業は「マイナンバー制度を 

活用した看護職の人材活用システム」の構築に係るシステム改修のうち、ナースセン 

ター・コンピュータ・システムの改修を行う。 

 

○ マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システム化事業   ２２９百万円               

［デジタル庁において計上］  

デジタル改革関連法・新型コロナウイルス感染症対策本部決定に基づき、「マイナン 

バー制度を活用した看護職の人材活用システム」を構築し、マイナポータルを通じた 

看護職自身の幅広いキャリア情報への簡便なアクセス・利用や、ナースセンターによ 

る多様なキャリア情報の把握・活用を可能にすることによって、看護職の資質向上 

及び潜在看護職に対する復職支援等の充実を図る。 

 

 

＜参考＞ 令和4 年度第二次補正予算 

 

○ 全国の病院等を検索できる医療情報サイトの構築経費                     ８４４百万円 

［デジタル庁において計上］      

令和３年度から実施している、全国の病院等を検索できる医療情報サイトの運用開始に向け 

た取組を進め、医療情報サイトを構築する。令和４年度第二次補正予算事業では、住民・患者 

向けサービスインに向けた都道府県データ移行、報告項目の改正に伴うシステム改修並びに工 

程管理等を行う。当該サイトは、スマートフォン、外国語、ユニバーサルデザイン等に対応の 

上、住民・患者にとって利便性の高い閲覧システムとし、また、NDBから抽出・集計したデー 
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タの活用を新たに導入することにより、公表されるデータの正確性を向上させるとともに、病 

院等の報告に係る業務の負担を軽減する。 

 

○ 歯科医師臨床研修プログラム検索サイト改修事業                         ４２百万円 

［デジタル庁において計上］      

令和３年度施行の歯科医師臨床研修制度の改正を踏まえ、臨床研修施設の施設区分の変更、 

年次報告及び研修プログラムの項目の追加・削除等の改修を行う。 

 

 
 

 

③ 医師の地域間・診療科間偏在の解消など医師偏在対策の推進 
 

平成30年に成立した医療法・医師法改正法により、都道府県における実効的な

医師確保対策を進めるため、令和元年度に各都道府県が「医師確保計画」を策定し

ており、令和２年度より同計画に基づく医師偏在対策が実施されている。 

引き続きこの確実な実施に向け必要な施策を講じる。 
 

１ 
総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業 

３４２百万円  
 

地域において幅広い領域の疾患等を総合的に診ることができる総合診療医

を養成・確保するための拠点を整備し、一貫した指導体制のもと、医学教育か

ら卒後の専門研修以降のキャリア支援まで継続的に行うことにより、地域枠の

活用を含め、医師の地域偏在、診療科偏在の是正を一層推進させる。 

 

 

２ 
専門医認定支援事業 

１７１百万円  
 

医師の地域偏在、診療科偏在の是正に向けたより一層の取り組みを推進・充

実させるため、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を行う一般社団法

人日本専門医機構への支援を図る。 

 

３ 
キャリア形成プログラム等運用支援事業 【新規】 

５０百万円  
 

都道府県におけるキャリア形成プログラムの円滑な運用のため、各都道府県

のキャリアコーディネーターを対象とした、統一的な対応マニュアルを作成す

るとともに、全国のキャリアコーディネーター等からの相談受付や研修の実施

等を通じて、地域枠医師等のキャリア形成プログラムへの定着を促進する取組

に対して支援を行う。 
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④ 医師・医療従事者の働き方改革の推進 
 

2024 年 4 月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、働き

方改革に関する制度の周知を行うとともに、引き続き、医療機関における労務管理

の徹底とともに、特定行為研修制度の更なる推進によるタスク・シフト等により医

師の労働時間の短縮を強力に推進する。 

さらに、今般の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、今後の新興・再興感

染症の拡大期において必要な医療提供体制を確保する観点からも、平時から医師の

労働時間短縮や医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する。 
 

１ 

勤務医の労働時間短縮の推進（再掲・１ページ） 

          ９，５３３百万円  

※地域医療介護総合確保基金の内数  
 

勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、

かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関を対象と

し、医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組に対して助成を行う。 
 

 

ａ ．働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた環境の整備 
 

１ 
医療従事者勤務環境改善推進事業 

１９百万円  
 

2024 年 4 月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、各都

道府県に設置されている医療勤務環境改善支援センターが行う管内の医療機

関に対する助言等の機能を更に強化し、医療勤務環境改善支援センターの体制

の充実を図るため、研修会の実施や有識者等の派遣を行う。 
 

 

２ 
医療専門職支援人材確保・定着支援事業 

１０百万円  
 

医師・看護師等の医療専門職から医師事務作業補助者や看護補助者等の医療

専門職支援人材へのタスク・シフティングの推進を図るため、医療専門職支援

人材の業務内容や魅力の紹介を行うとともに、定着支援に資する研修プログラ

ムの開発や医療機関向けの研修等を行う。 
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３ 
特定行為に係る看護師の研修制度の推進【一部新規】（再掲・８ページ） 

７６４百万円  
 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（平成27年10月１日施行）の円滑な

実施及び研修修了者の養成を促進するため、研修を実施する指定研修機関の設

置準備や運営に必要な経費を支援するとともに、研修を指導する指導者等育成

のための支援等を行う。 

また、看護師への特定行為研修の受講と研修修了者の活動を推進する取組を

組織的かつ継続的に実施する医療機関等を財政的・技術的に支援し、特定行為

研修修了者数の増大と修了者の円滑な活動環境整備による医療の質の向上、医

師の働き方改革におけるタスク・シフト／シェアを推進する。 
 

 

ｂ ．2024 年度の医師への時間外労働上限規制導入に伴う、新たな医師 

の健康確保措置の仕組み等、医師の働き方改革の実現 
 

１ 
長時間労働医師への面接指導の実施に係る研修事業 

１０百万円  
 

医療機関は時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる長時

間労働医師に対して健康確保のために面接指導を実施することが義務付けら

れることになる。長時間労働医師が勤務する医療機関において、面接指導に必

要な知見を習得した医師を早急に確保する必要があるため、面接指導に係る研

修の運用及び研修資材（eラーニング等）の更新を行う。 
 

 

２ 
勤務医等を対象とした働き方改革周知・啓発事業 

１０百万円  
 

医師の働き方改革推進のためには、医療機関管理者のみならず実際に現場で

働く多忙な勤務医等の理解も必要となる。多忙な勤務医等がオンデマンドで医

師の働き方改革の趣旨等を学ぶことができる e-ラーニングコンテンツ等を作

成し、HP等に掲載する等の効果的な周知啓発を行う。 
 

 

３ 
医療機関勤務環境評価センター運営費 

１３３百万円  
 

医療法に基づき「医療機関勤務環境評価センター」に指定された公益社団法

人日本医師会に対し、安定的な組織運営を図る観点から一定の財政支援を行う。 
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４ 
集中的技能向上水準の適用に向けた対応事業 

５６百万円  
 

令和４年度に構築した審査業務関連システム等の運用及び保守管理を行う

とともに、医療機関の申請書や、医師が作成する技能研修計画の審査業務に係

る全般的な事務業務等のほか、申請データの整理及び分析を行う。 

 
 

＜参考＞ 令和４年度第二次補正予算 

 

○ 医師の働き方改革普及啓発事業                                  １５０百万円 

2024年4月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、制度の周知を行う必 

要があることから、各種媒体を通じて周知を行う。 

 
 

 

ｃ ．女性医師支援・組織マネジメント改革の推進等 
 

1 
病院長等を対象としたマネジメント研修事業 

３２百万円  
 

医師の働き方改革の推進に向け、病院長の意識改革や勤務環境・処遇などの 

労務管理に関するマネジメント能力の向上を図るため、地域医療におけるリー 

ダーの育成や病院長向けの研修を行う。 
 

       

２ 
女性医療職に関する取組 

               ２１３百万円  

① 女性医師支援センター事業    １６１百万円 

平成19年１月30日に開設した女性医師バンクにおいて、再就業を希望する

女性医師の就職相談及び就業斡旋等の再就業支援を行う。 

また、育児休業中の女性医師の代替医師確保など男性医師も含む人材確保が

必要なことから、女性医師等再就業講習会を開催するとともに、女性医師バン

ク事業の拡充及び女性医師等の就業促進等のための調査を実施する。 

 

② 子育て世代の医療職支援事業  ５２百万円 

出産・育児・介護等における女性医師等をはじめとした医療職のキャリア支

援に取り組む医療機関を普及させるため、中核的な役割を担う拠点医療機関の

構築に向けた支援を行う。 
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３ 
地域医療介護総合確保基金（再掲・１ページ） 

７５，０７７百万円の内数（７５，０７７百万円の内数） 
 

女性医療職等の離職防止及び再就業を促進するため、地域医療介護総合確保

基金を活用し、病院内保育所の運営費や施設整備に対する支援を実施する。 

 

 

⑤ 今般の新型コロナウイルス感染症の知見を踏まえた対応 
 

今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症医療（検査、診察、

治療）やクラスター対応等に必要となる医療物資が需給逼迫時においても的確に供

給されるよう、国による確保・備蓄・配布を継続して実施する。 

また、医療現場において汎用され、必要不可欠な医薬品が感染症パンデミック発

生時や海外での製造・輸出停止時に安定的に確保されるよう、国内製造所の整備等

を推進する。 

さらに、新興感染症発生時への備えとしての取組を進める。 
 

１ 

新型コロナなど新興感染症等に係る看護職員等確保事業【新規】 

５３百万円  

令和４年度第二次補正予算 ３０百万円  
 

新型コロナウイルス感染症などの新興感染症等の発生に際して、都道府県が

迅速に看護職員等の確保を図れるよう、医療機関への応援派遣に的確に対応で

きる看護職員の養成を推進し、リスト化を進める。あわせて、一部の都道府県

で感染が集中的に拡大した場合に、全国レベルでの看護職員等の派遣を調整で

きる体制を整備する。 

 

 

２ 
マスク等国内生産・輸入実態把握調査事業 【新規】 

８百万円  
 

マスク、医療用ガウン、フェイスシールド、手袋の国内生産及び輸入の数量

等について調査を実施し、医療用物資の供給状況や動向を把握する。 
 

 

３ 
医薬品安定供給支援事業 

１０百万円  
 

国外依存度の高い原薬等について、国内における安定供給を確保するため、

国内で原薬等の備蓄の積み増し等を実施しようとする製薬企業等を支援する

ための補助事業等を実施する。 
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４ 
医療用医薬品供給情報緊急調査事業 【新規】 

１５百万円  

 

現在、日本製薬団体連合会において３ヶ月に１回の頻度で実施している医薬

品の供給状況にかかる調査について、より迅速かつ頻回の調査及び情報提供を

行うことで医療現場が供給状況を把握できるよう、調査頻度を毎月に向上させ

るとともに調査内容の充実化及び調査体制強化を図る。 
 

        

＜参考＞ 令和4 年度第二次補正予算 

 

○ 流行初期医療確保措置に関するシステム改修                     １，４９６百万円 

「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応を行った 

医療機関に対して、流行初期に当該医療機関の減収を補てんするため、社会保険診療報酬支払 

基金及び公益社団法人国民健康保険中央会のシステム改修を行う。 

 

○ 医療用物資の備蓄等事業                                        ４５，４１０百万円 

医療用マスク等の医療用物資について、新型コロナウイルス感染症が拡大し医療現場の需給 

が逼迫した場合でも迅速かつ円滑に供給されるよう、国における継続的な確保・備蓄、必要に 

応じた医療機関への配布等について、今後の対応を検討し、実施する。 

 

○ 抗菌薬原薬国産化事業                                          ５５，２９７百万円 

海外依存度の高い抗菌薬原薬等を国内で製造しようとする企業に対して、製造設備等構築に

かかる費用の一部を負担し、対象原薬等の国内製造体制の速やかな構築を行い、国内安定供給

体制の強化を図る。 

 

○ サプライチェーン実態把握による医療機器安定供給確保事業            ４３５百万円  

新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、特に安定供給確保の対応が必要な医療機器を特 

定し、その供給リスクに応じた対応策を検討するため、医療機器のサプライチェーン上の構造 

的な供給リスクを調査、把握する。 
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Ⅱ．医薬品・医療機器産業の国際競争力強化、研究開発・国際展開の推進 
 

医薬品産業ビジョンや医薬品産業強化総合戦略、第二期医療機器基本計画で示され

ているとおり、国民の保健医療水準の向上や我が国を担うリーディング産業として国

民経済の発展の観点からも、我が国の医薬品産業、医療機器産業の競争力強化に向け

た取り組みを推進していくことは不可欠であり、魅力のある環境づくりを通じて国際

競争力の強化を図っていく。 

また、国民に最先端の医薬品、医療機器等を迅速に届けるためには、臨床研究や治

験の活性化が必要であることから、引き続き臨床研究等実施体制の強化を図るととも

に、最先端診断・治療機器技術開発等の推進を図るため、医療現場と医療機器メーカ

ーが協力して臨床研究及び治験を実施する仕組みの整備等を通じて臨床現場のニー

ズに合致した医療機器の開発を推進する。 

そして、我が国の優れた医薬品や医療機器について、国際展開を推進するため、引

き続き途上国・新興国等において我が国の製品や技術を活用した人材育成等に取り組

む。加えて、国際機関における国際公共調達へ参加しようとする国内企業への支援を

行う。 
 

① 高い創薬力及び医療機器創出力をもつ産業構造への転換 
 

医薬品産業を高い創薬力を持つ産業構造へ転換するため、医療系ベンチャーの振

興や革新的バイオ医薬品及びバイオシミラーの開発支援を実施する。 
 

１ 
医療系ベンチャー育成支援事業  

４３７百万円  
 

医薬品・医療機器・再生医療の産業を支える我が国の医療系ベンチャーを

創出するため、エコシステムの確立を目指し、研究開発・実用化を目指すア

カデミアやベンチャー企業が抱える課題について、専門家による総合支援を

実施するワンストップ相談窓口「MEDISO（メディソ）」の体制構築・支援施策

の充実に加え、大手企業やVC等とのネットワーク構築に資するイベント「ジ

ャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット」を開催するなど、オール厚労省

で医療系ベンチャーの振興に取り組む。 
 

 

２ 
バイオ医薬品開発等促進事業  

３１百万円  
 

バイオシミラーの国内での普及を促進するための具体的な方策について

検討するとともに、国内でのバイオ医薬品（バイオシミラー含む）の製造技

術や開発手法を担う人材は不足していることから、より効率的にバイオ人材

を育成するため、従来の研修プログラムの更なる改善やより多くの研修希望

者へ研修の機会を提供する。 
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３ 
次世代医療機器連携拠点整備等事業 

１８２百万円  
 

医療現場のニーズを把握できる企業人材の育成及び企業が医療ニーズを

積極的に収集して開発・改良を行える環境整備のため研修や臨床現場の見

学会等など医療機器産業の振興につながる取組みを行う医療機関の人材育

成拠点整備を支援し、医療機器開発を促進する。 

 

 

＜参考＞ 令和4 年度第二次補正予算 

 

○ 後発医薬品使用割合の「見える化」事業                                ３６百万円 

後発医薬品使用促進に係る数量シェア目標については、「経済財政運営と改革の基本方針 

2021」（令和３年６月18日閣議決定）において2023年度末までに、全ての都道府県で80％ 

以上と定められている。 

目標の達成に向け、NDB（National Database）を活用した、都道府県、二次医療圏、年齢、 

薬効分類、医療機関等の別の後発医薬品使用割合データを集計・作成して都道府県に提供す 

ることにより、効果的な使用促進策を実施し後発医薬品使用全体の底上げを図っていく。 

 

 
 

 

② 医療分野の研究開発の促進 
 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）と大学、研究機関等との連携に

よる基礎から実用化までの一貫した医療分野の研究開発を推進し、世界最高水準の

医薬品、医療機器等の提供を実現する。また、臨床研究法等の適切な運用を図るべ

く必要な取組を実施し、より優れた臨床研究実施環境を整備する。 
 

１ 
クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）構想の推進                  

３，１３２百万円  
 

効率的な臨床開発のための環境整備を進める「クリニカル・イノベーション・

ネットワーク」構想の取組の一環として、全国の疾患登録システムを一覧化し

て公開し、相談窓口や情報の定期的な更新等を行う業務や、医薬品・医療機器

開発にも利活用が可能な疾患登録システムを有する医療機関等と企業との間の

共同研究を支援する取組等を行い、ＣＩＮ構想を着実に推進させる。 
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２ 

再生医療等提供状況管理委託事業                         

４９百万円  

令和４年度第二次補正予算 ４９百万円  

※第二次補正予算はデジタル庁において計上 
 

再生医療等の普及・促進のため、医療機関等が円滑に手続き等を行えるこ

とを目的とし、再生医療等提供計画のオンライン申請や、再生医療等提供計

画が厚生労働省に届け出された後の提供計画等の台帳管理等を効率的に行

えるよう、再生医療等提供情報管理システムの機能改修・機能追加を行う。 
 

 

３ 
細胞培養加工等施設許可調査事業                  

６９百万円  
 

再生医療等の安全性を確保するため、病院等以外の細胞培養加工施設につい

て、法令に基づく基準に係る適合性調査、適合性調査業務に付随する事務作業

等の更なる充実を図る。 

 

 

＜参考＞ 令和４年度第二次補正予算 

 

○ 臨床研究データベースシステム改修事業                                ６０百万円 

 ［デジタル庁において計上］ 

国民や患者の治験に対する理解を深め参加を促進するために、治験、臨床研究データベース 

を統合し、併せて高度な検索機能を実現することで、より国民・患者目線に立ったデータベー 

スの構築を図る。 

 

○ 遺伝子治療実用化基盤整備促進事業                              ９０百万円 

世界における遺伝子治療領域の開発は活発化している中、国内の遺伝子治療の臨床研究開発 

については、再生・細胞医療領域と比べて人材が手薄となっており、遺伝子治療の実用化推進 

は喫緊の課題となっている。 

大学病院や企業団体等の有識者で構成される遺伝子治療を支援するコンソーシアムを組織 

し、本コンソーシアムがシーズ開発から研究者の支援を行い、より実用化に向けた効率的なプ 

ロセス開発を行えるよう支援する。また、知財取得や規制対応、治験参加者のネットワーク化 

等、開発から臨床試験まで円滑に進むよう支援を行う。 

 

○ ＣＯＩデータベース構築事業                                    ５０百万円 

我が国の医薬品等の研究開発を加速するためにも、臨床研究の透明性を担保することは重要 

であり、研究利益相反（COI）管理について、その手続きを合理化することを目的に、研究者自 

らCOI情報を登録し、公開する機能を臨床研究データベースに追加する形で検討を行う。 
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○ 国内外の感染症治療薬開発動向等調査事業                          ８４百万円  

研究開発段階における、円滑な治験実施や薬事承認等に向けた個別伴走支援を通じて産官学 

協力を推進し、迅速な開発・供給に万全を期すため、国内のアカデミアや産業界における、感 

染症治療薬、ワクチンやこれらの開発につながりうるモダリティの開発動向を調査・分析し、 

レポートにまとめる。また、米国、欧州について、感染症治療薬、ワクチンやこれらの開発に 

つながりうるモダリティの開発動向、および行政庁を含めた公的機関による開発助成の取り組 

みとその予算額を調査し、上記調査により得られた情報を整理し、各国の特徴、有利な点、限 

界点等を比較分析する。 

 
 

 

③ 医療の国際展開の推進 
 

我が国の優れた医療に関する技術・制度・製品の国際展開を推進する。また、新

型コロナウイルス感染症終息後の国際往来の再開やグローバル化を見据え、外国人

患者が我が国で安心して医療を受けられる環境の整備等を通じて、医療の国際化を

着実に進める。 
 

１ 
医療の国際展開の推進 

６１０百万円  
 

医療技術や医薬品、医療機器に関連する人材育成、日本の経験・知見を活

かした相手国の医療・保健分野の政策形成支援を行うため、我が国の医療政

策等に関する有識者や医療従事者の派遣、研修生の受入れ等を実施する。 

また、経済安全保障の観点からも重要となる感染症分野をはじめとした医

薬品・医療機器に係る技術を保持していくため、国連機関等が実施する国際

公共調達への日本企業の参入に必要な情報の収集・関係構築、調達プロセス

や手続き等に関する情報提供と案件の掘り起こし等により国際公共調達の

枠組を活用した国際展開をさらに推進する。 
 

 

２ 

外国人患者の受入環境の整備                         

１，１１６百万円 

（うち、デジタル庁計上予算 ７百万円） 
 

医療機関における多言語コミュニケーション対応支援や、地方自治体にお

ける医療機関等からの相談にワンストップで対応するための体制整備支援

などの取組を通じ、外国人患者が安心して医療を受けられる環境の整備を進

める。 
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Ⅲ．医療DX、データヘルス改革の推進 
 

新しい付加価値の創出及び社会的課題を解決するため、医療DXを推進する。 

これまで、医療の質の向上を図り、感染症、災害、救急等の対応に万全を期すため、

データヘルス改革の一環として、患者や全国の医療機関等で保健医療情報を確認でき

る仕組みを、特定健診情報、レセプト記載の薬剤情報に続き、令和４年９月に、透析

等の医療情報など、対象情報の拡大を実施。今後左記の情報に加え、共有することが

有用と考えられる電子カルテ情報についても閲覧が可能となるよう、そのための準備

を着実に進める。あわせて、国際規格（HL7FHIR）に基づいた電子カルテ情報及び交換

方式を実装したカルテの普及及びサイバーセキュリティ対策の充実といった今後の

データヘルス改革を更に進める上で基盤となる取組も進めていく。 
 

 

１ 
保健医療情報利活用推進関連事業 

５３３百万円  
 

「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月７日閣議決定）に

おいて、「全国医療情報プラットフォームの創設」、「電子カルテ情報の標準

化等」の取組を進めることが明記されており、必要な電子カルテ情報を速や

かに標準化し、その情報を全国の医療機関等及び患者本人が安全に閲覧でき

る仕組みの構築等を加速する。また、これらの情報を利活用する環境整備等

に取り組む。 
 

 

２ 
高度医療情報普及推進事業 

８３百万円  
 

医療機関間等の連携や情報共有が図られるよう、電子カルテ等医療情報シ 

ステム等で使用する医療用語等の標準マスターの整備、普及推進を行ってい

るところであるが、医療機関が、随時標準マスターを利用できるようマスタ

ー更新処理体制の強化や標準マスターを実装していない医療機関からの相

談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を図り、電子カルテ情報

の標準化を更に推進する。 
 

 

３ 
保健医療情報拡充システム開発事業 【新規】 

７百万円  
 

保健医療情報を患者本人や全国の医療機関等で確認できる情報ネットワ

ークを拡充し、現在閲覧可能となっている薬剤情報、特定健診等の情報に加

え、手術、移植、透析等の医療情報を閲覧できるよう整備を行っている。 

今回、医療機関等で手術情報の閲覧を可能とする仕組みを構築する。 
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４ 
保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及・啓発等事業 【新規】 

４百万円  
 

カルテ等の電子的記録やネットワーク利用が進展する中、医師のなりすま

しや診療データの改ざんといったリスクへの対応が必要となっており、保健

医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）の普及・啓発のため、医療関係者向け説

明会の開催やHPKI認証局の運営に必要な経費を支援する。 
 

 

５ 
医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査事業 

１００百万円  
 

国内の医療機関を標的としたランサムウェアを利用したサイバー攻撃は

年々高度化、巧妙化しており、その結果、診療を長時間休止せざるを得ない深

刻な事態も起こっている。これまでの医療機関向けサイバーセキュリティ研修

に加えて、サイバーセキュリティインシデントが発生した医療機関の原因究明

や対応の指示などの初動支援体制の強化等を図る。 
       

 

６ 

医療機関等情報支援システム（G-MIS）の保守運用等 

 

８７３百万円  

令和４年度第二次補正予算 ５３８百万円  

※いずれもデジタル庁において計上  
 

新型コロナウイルス感染症対策として構築・運用されてきたG-MISについて、

今後は感染症対策のみならず、地域における効率的で質の高い医療提供体制構

築の支援に資するシステムとして運用していくため、必要な改修等を行う。 
 

 

７ 
医療情報技術開発等推進経費 【新規】 

１３百万円  
 

令和４年６月末に、参事官（特定医薬品開発支援・医療情報担当）を設置

し、医薬品等の研究開発支援や医療情報の利活用推進等を行うための組織体

制を強化したところ。新組織においては、新興感染症に対応するワクチン・

治療薬等、国の危機管理として他国の事情に左右されることなく国民に供給

することが求められている医薬品等について、円滑な治験の実施、薬事承認

等に向けた企業に対する個別伴走支援を行う。 

また、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するために、なりすまし等

を防止するための保健医療分野の公開鍵基盤（HPKI）の運用、電子カルテの
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普及促進等医療分野におけるICT化の支援、医療情報の保護と利活用に関す

る法制度のあり方の検討、医療技術の評価等を行う。 

 

 
＜参考＞ 令和４年度第二次補正予算 

 

○ 全国医療情報プラットフォーム開発事業                              ２，３２０百万円 

オンライン資格等確認のシステムを拡充し、国民の医療情報を共有できる基盤として「全 

国医療情報プラットフォーム」を創設する。 

 

 

 

Ⅳ．各種施策 
 

１ 

死因究明等の推進 

２５５百万円  

（うち、デジタル庁計上予算 １０百万円） 
 

死因究明等の推進を図るため、行政解剖や死亡時画像診断を実施するために

必要な経費の支援、検案する医師の資質向上など、必要な施策を講じる。 
 

【死因究明等の推進関係の主な予算の内訳】 

・異状死死因究明支援事業             116百万円 

・死体検案医を対象とした死体検案相談事業       36百万円 

・死体検案講習会費                             20百万円 

・死亡時画像読影技術等向上研修経費             11百万円 

・死因究明拠点整備モデル事業                   48百万円 

 

 

２ 

国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備 

 ３１，５４６百万円  

（うち、デジタル庁計上予算 ４０百万円） 
 

国立ハンセン病療養所において、入所者の療養環境の充実を図るため、医療

及び介護に関する体制の整備及び充実に必要な経費を確保する。 

 

（参考） 令和４年度第二次補正予算 

○ 国立ハンセン病療養所施設整備費                             ２，５３３百万円 

国立ハンセン病療養所の施設に係る保安整備等を実施することにより、事故や災害 

による被害を未然に防止する。 
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３ 
国立病院機構における政策医療等の実施 

１，１９８百万円  
 

国立病院機構が行う政策医療等に必要な経費を確保する。 
 

 

４ 
経済連携協定に基づく取組み等の円滑な実施 

   １６６百万円  
 

経済連携協定（EPA）に基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから入国

する外国人看護師候補者について、その円滑かつ適正な受入れ及び受入れの拡

大のため、看護導入研修を行うとともに、受入施設に対する巡回指導や学習環

境の整備、候補者への日本語や専門知識の習得に向けた支援等を行う。 

 

【経済連携協定関係の予算の内訳】 

・外国人看護師・介護福祉士等受入支援事業          63百万円 

・外国人看護師候補者学習支援事業             104百万円 

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金23,208百万円を活用 

○事業メニュー 

外国人看護師候補者就労研修支援事業 
 

 

５ 
「統合医療」の情報発信に向けた取組      

      １０百万円  
 

「統合医療」の有効性や安全性に関する学術論文等の情報を収集し、それら

の信頼性（エビデンスレベル）の評価を行うために必要な支援を行う。 
 

 

６ 

第２期復興・創生期間における地域医療の再生支援 

２，３８５百万円  

※東日本大震災復興特別会計に計上  
 

福島県の避難指示解除区域等における地域医療提供体制の確保のため、第２

期復興・創生期間においても引き続き必要な支援を行う。 
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＜参考＞ 令和４年度第二次補正予算 

 

○ 医師等国家試験受験手続オンライン化事業                                 ４７百万円 

［デジタル庁において計上］ 

デジタル・ガバメント実行計画において、令和６年度を目途に国家資格取得手続きのオン 

ライン化機能を有する国家資格等情報連携・活用システムを構築し、運用を開始することと 

されており、国家試験受験手続に関してもオンライン化に向け、システムの円滑な連携に向 

け、必要となるデータの定義付けやデータの加工方法の検討を行う。 

 

○ 医師等国家資格のオンライン申請に係る免許登録管理システム改修事業        ８百万円 

                     ［デジタル庁において計上］ 

デジタル・ガバメント実行計画において、令和６年度を目途に国家資格取得手続きのオン 

ライン化機能を有する国家資格等情報連携・活用システムを構築し、運用を開始することと 

されており、システム導入に向け、現在、資格管理を行っている免許登録管理システムにつ 

いて資格データを連携できるよう改修を行う。 

 

○ 医師等国家資格のオンライン申請に係る医師等免許登録確認システム改修事業  １１百万円 

                                            ［デジタル庁において計上］ 

デジタル・ガバメント実行計画において、令和６年度を目途に国家資格取得手続きのオン 

ライン化機能を有する国家資格等情報連携・活用システムを構築し、運用を開始することと 

されており、システム導入に向け、国民が簡易的に資格証明書の登録済証明書をwebで発行 

できる医師等免許登録確認システムについて資格データを連携できるよう改修を行う。 

 

○ 准看護師籍簿と国家資格等情報連携活用システム連携推進事業            １１百万円 

各都道府県が管理する准看護師籍簿と国家資格等情報連携・活用システム内の資格データ 

を統合・連携・管理を行うため、都道府県の資格管理システムと国家資格等情報管理システ 

ムとの連携に必要な対応を検討する。 
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令和5年度税制改正の概要
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地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の延長〔登録免許税〕
医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を３

年延長する。

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等〔相続税、贈与税〕
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、持分なし医療法人への移行計画の認定制

度に基づく特例措置について、その適用期限を令和８年12月末まで延長する。併せて、当該認定制度における移行期限について、移行計

画の認定の日から起算して５年（現行：３年）を超えない範囲のものとする等の措置を講じる。

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長〔所得税、法人税〕
医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の見直しを行った上、制度の適用期限を２年延長する。

＊試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除（研究開発税制）の延長等〔所得税、法人税、法人住民
税〕
研究開発税制（法人税額から試験研究費の一部を控除できる制度）について、企業が研究開発投資を増加させるインセンティブの更なる

向上を図るため、 一般型のインセンティブ強化、一般型の控除上限の上乗措置の適用期限の３年延長等の措置を講じる。

社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続〔事業税〕

医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存続〔事業税〕
≪大綱の「第三 検討事項」より抜粋≫

事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医
療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。

令和５年度 税制改正の概要（医政局関係）

※１ 各項目名は、厚生労働省として税制改正を要望した事項の名称を用いている
※２ ＊を付している項目は他省庁が主管の項目
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1 大綱の概要

2 制度の内容

地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の延長
（登録免許税）

医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率

の軽減措置の適用期限を３年延長する。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律における認定再編計画（地域医療構想調整会

議において合意されていることが条件）に基づき取得した不動産（用地・建物）について、登録免許税の税率を
１／２に軽減する。

① 土地の所有権の移転登記 1,000分の10（本則：1,000分の20）

② 建物の所有権の保存登記 1,000分の２ （本則：1,000分の４）

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律における認定再編計画（地域医療構想調整会

議において合意されていることが条件）に基づき取得した不動産（用地・建物）について、登録免許税の税率を
１／２に軽減する。

① 土地の所有権の移転登記 1,000分の10（本則：1,000分の20）

② 建物の所有権の保存登記 1,000分の２ （本則：1,000分の４）
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1 大綱の概要

2 制度の内容

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等
（相続税、贈与税）

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法
等の一部を改正する法律の改正を前提に、次の措置を講じた上、その適用期限を令和８年12月末まで延長する。

① 相続税・贈与税の納税猶予制度等における移行期限を、移行計画の認定の日から起算して５年（現行：３年）を
超えない範囲内のものとする。

② その他所要の措置を講ずる。

・ 平成26年度の医療法(※)改正により、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」に移行する計画を作成し、
その計画が妥当であると厚生労働大臣から認定を受けた「認定医療法人」に対して、出資者の死亡による相続税の
猶予等、出資者間のみなし贈与税の猶予等の特例措置が導入された。更に、平成29年10月からは、出資者の持分
放棄に伴い医療法人へ課されるみなし贈与税の非課税措置も導入された。（大臣認定の後、３年以内に移行）

・ 現行の制度は令和５年９月末までの措置であるため、当該措置を令和８年12月末まで延長する。

・ また、認定を受けた医療法人の中には、その後の出資者との調整期間の不足等により、認定から３年以内に放棄
の同意を得ることができずに、認定医療法人制度を活用できなかった法人も存在するため、更なる移行促進のため、
移行期限を５年以内に緩和する。

(※) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平成18年法律第84号）

持分あり医療法人 持分なし医療法人

移行計画
の提出

大臣認定

3年以内に移行

認定医療法人

持分放棄

出資者

経済的利益

非課税

【認定医療法人のメリット】
① 相続税の納税猶予・免除
出資者 相続人

死亡 出資持分

納税猶予

相続人が持分
放棄した場合、
相続税免除

② 出資者間の贈与税の納税猶予・免除

持分放棄 移行過程で出資者Bが
持分放棄した場合、
贈与税免除

出資者A 出資者B

出資持分の増加

納税猶予

③ 医療法人への贈与税の非課税

持分なし医療法人へ
移行した場合、
贈与税非課税（改正後）５年以内に移行

出資者B
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1 大 綱 の 概 要

2 制 度 の 内 容

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長
（所得税、法人税）

医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の見直しを行った上、制度の適用期限を

２年延長する。

①医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度
医師・医療従事者の働き方改革を促進するため、労働時間短縮
に資する設備に関する特別償却制度の期限を２年延長する。

【対象設備】医療機関が、医療勤務環境改善支援センターの助言の下に
作成した医師労働時間短縮計画に基づき取得した器具・備品（医療用
機器を含む）、ソフトウェアのうち一定の規模（30万円以上）のもの

【特別償却割合】取得価格の15％

②地域医療構想の実現のための病床再編等の促進のための特別償却制度
地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の再編等を行った
場合に取得する建物等に関する特別償却制度の期限を２年延長する。

【対象設備】病床の再編等のために取得又は建設（改修のための工事によるものを含む）をした病院用等の建物及びその附属設備
（既存の建物を廃止し新たに建設する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修（増築、改築、修繕又は模様替）の場合）

【特別償却割合】取得価格の８％

③高額な医療用機器に係る特別償却制度
取得価格500万円以上の高額な医療用機器に関する特別償却制度について、高度な医療の提供という観点から対象機器の見直しを行った
上で、期限を２年延長する。

【対象機器】高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから２年以内の医療機器
【特別償却割合】取得価格の12％

医療機関

器具・備品・
ソフトウェア※

③供用開始

医療勤務環境改善支援センター

医療労務管理アドバイザー

医業経営アドバイザー

都道府県医療勤務担当課室長
による確認

助言
確認

税務署

①計画書提出

②計画書返送

青色申告

連携

※例えば、医師が行う作業の省力化に資する設備等５類型のいずれかに該当するもの
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1 大 綱 の 概 要

2 制 度 の 内 容

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除（研究開発税制）の延長等
（所得税、法人税、法人住民税）（経産省、内閣府、総務省、文科省、農水省、国交省、環境省、防衛省、復興庁と
共同要望）

● 研究開発税制（法人税額から試験研究費の一部を控除できる制度）について、次の見直しを行う。

● 研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブを強化するため、試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動する制度を導入するとと
もに、税額控除率のカーブを見直し（コロナ特例については期限通り廃止）

● 時限措置（控除率の上限引上げ、控除上限・控除率の上乗せ措置）について、適用期限を３年間延長

● 国内の既存企業とスタートアップとのオープンイノベーションを加速させるため、オープンイノベーション型において、共同研究等の対象となる研
究開発型スタートアップの定義を見直し 等

①控除上限のインセンティブ強化
（控除上限）

②控除率のインセンティブ強化

※ 売上高試験研究費割合が10％超の場合は通常の控除上限（25％）に10％まで上乗せ（変動型の控除上限との選択制）（時限措置）

増減試験研究費割合

現行制度見直し後

※ 変動型の控除上限は、３年間の時限措置（令和７年度末） （控除率）

現行制度

最大14%

見直し後

37％減

傾き0.375

傾き0.35

傾き0.25傾き0.175

30％減 0％ 12％増 増減試験研究費割合

9.4％増 18.7％増 20.4％増
1％

2％

8.5％

10.145%

11.5％

14％

-12% -4% 0% 4% 12%

20%

25%

30%
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1 大綱の概要

2 制度の内容

＜第三 検討事項＞ より抜粋

事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の

公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。

社会保険診療報酬に係る非課税措置及び医療法人の社会保険診療報酬以外部分
に係る軽減措置の存続 （事業税）

社会保険診療報酬 社会保険診療報酬以外

非課税
(個人、医療法人、公益法人等)

開設主体 400万円以下
400万円超

800万円以下
800万円超

特別法人
＊医療法人を含む

3.５%
(約4.7%)

4.９%
（約6.6%）

普通法人
3.５%

(約4.8%)
5.３%

(約7.3%)
７.０%

(約9.6%)

個人 5.0%

注 ( )内の数字は、令和元年10月以降の事業年度から事業税と分離して課税される「特別法人事業税」(事業税率に普通法人
37%・特別法人34.5%)を合算した税率

36




